
1

付
録
二

－

Ｃ

－

１

両
締
約
国
が
適
用
し
て
い
る
国
際
連
合
規
則

規
則
番
号

名
称

三

動
力
駆
動
車
両
及
び
そ
の
ト
レ
ー
ラ
ー
の
再
帰
反
射
器
の
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

四

動
力
駆
動
車
両
及
び
そ
の
ト
レ
ー
ラ
ー
の
後
部
番
号
灯
の
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

六

動
力
駆
動
車
両
及
び
そ
の
ト
レ
ー
ラ
ー
の
方
向
指
示
器
の
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

七

自
動
車
（
モ
ー
タ
ー
サ
イ
ク
ル
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
ト
レ
ー
ラ
ー
の
車
幅
灯
、
尾
灯
、
制
動
灯
及
び
上
側
端
灯
の
認
可
に
関

す
る
統
一
規
定

一
〇

車
両
の
電
磁
両
立
性
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

一
一

車
両
の
ド
ア
ラ
ッ
チ
及
び
扉
保
持
構
成
部
品
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

一
二

衝
突
時
の
か
じ
取
装
置
に
対
す
る
車
両
の
運
転
者
保
護
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定
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一
三

車
両
区
分
Ｍ
、
Ｎ
及
び
Ｏ
の
車
両
の
制
動
装
置
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

一
三－

Ｈ

乗
用
車
の
制
動
装
置
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

一
四

車
両
の
座
席
ベ
ル
ト
の
取
付
装
置
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｆ
Ｉ
Ｘ
取
付
装
置
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｆ
Ｉ
Ｘ
ト
ッ
プ
テ
ザ
ー
取
付
装
置
及
び
ア
イ
サ
イ
ズ

着
座
位
置
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

一
六

次
に
掲
げ
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

Ⅰ

動
力
駆
動
車
両
の
乗
員
用
の
座
席
ベ
ル
ト
、
補
助
乗
車
装
置
、
年
少
者
用
補
助
乗
車
装
置
及
び
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｆ
Ｉ
Ｘ
年
少
者

用
補
助
乗
車
装
置
の
認
可

Ⅱ

座
席
ベ
ル
ト
、
座
席
ベ
ル
ト
リ
マ
イ
ン
ダ
ー
、
補
助
乗
車
装
置
、
年
少
者
用
補
助
乗
車
装
置
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｆ
Ｉ
Ｘ
年
少
者

用
補
助
乗
車
装
置
及
び
ア
イ
サ
イ
ズ
年
少
者
用
補
助
乗
車
装
置
を
装
備
し
て
い
る
車
両
の
認
可

一
七

車
両
の
座
席
、
座
席
の
取
付
装
置
及
び
頭
部
後
傾
抑
止
装
置
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

一
九

動
力
駆
動
車
両
の
前
部
霧
灯
の
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

二
一

車
両
の
内
装
部
品
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定
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二
三

動
力
駆
動
車
両
及
び
そ
の
ト
レ
ー
ラ
ー
の
後
退
灯
及
び
側
方
照
射
灯
の
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

二
五

頭
部
後
傾
抑
止
装
置
（
ヘ
ッ
ド
レ
ス
ト
）
（
車
両
座
席
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
わ
な
い
。
）
の
認
可
に
関
す
る

統
一
規
定

二
六

車
両
の
外
部
突
起
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

二
七

停
止
表
示
器
材
の
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

二
八

警
音
器
の
認
可
及
び
自
動
車
の
音
響
信
号
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

三
〇

自
動
車
及
び
そ
の
ト
レ
ー
ラ
ー
の
空
気
入
り
タ
イ
ヤ
の
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

三
四

車
両
の
火
災
の
危
険
予
防
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

三
七

動
力
駆
動
車
両
及
び
そ
の
ト
レ
ー
ラ
ー
の
認
可
さ
れ
た
ラ
ン
プ
ユ
ニ
ッ
ト
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
白
熱
電
球
の
認
可
に
関
す
る

統
一
規
定

三
八

動
力
駆
動
車
両
及
び
そ
の
ト
レ
ー
ラ
ー
の
後
部
霧
灯
の
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定
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三
九

車
両
の
速
度
計
及
び
走
行
距
離
計
の
装
置
（
そ
の
取
付
け
を
含
む
。
）
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

四
一

モ
ー
タ
ー
サ
イ
ク
ル
の
騒
音
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

四
三

安
全
ガ
ラ
ス
材
及
び
車
両
へ
の
そ
の
取
付
け
の
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

四
四

動
力
駆
動
車
両
の
年
少
者
乗
員
用
の
補
助
乗
車
装
置
（
年
少
者
用
補
助
乗
車
装
置
）
の
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

四
五

前
照
灯
洗
浄
器
の
認
可
及
び
動
力
駆
動
車
両
の
前
照
灯
洗
浄
器
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

四
六

間
接
視
界
の
た
め
の
装
置
の
認
可
及
び
そ
の
装
置
の
自
動
車
へ
の
取
付
け
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

四
八

車
両
の
灯
火
器
及
び
反
射
器
並
び
に
指
示
装
置
の
取
付
け
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

五
〇

車
両
区
分
Ｌ
の
車
両
の
車
幅
灯
、
尾
灯
、
制
動
灯
、
方
向
指
示
器
及
び
後
部
番
号
灯
の
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

五
一

四
輪
以
上
の
自
動
車
の
騒
音
の
発
生
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

五
三

車
両
区
分
Ｌ
３
の
車
両
の
灯
火
器
及
び
反
射
器
並
び
に
指
示
装
置
の
取
付
け
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定
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五
四

商
用
車
及
び
そ
の
ト
レ
ー
ラ
ー
の
空
気
入
り
タ
イ
ヤ
の
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

五
八

次
に
掲
げ
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

Ⅰ

後
部
突
入
防
止
装
置
（
Ｒ
Ｕ
Ｐ
Ｄ
ｓ
）
の
認
可

Ⅱ

認
可
さ
れ
た
型
式
の
Ｒ
Ｕ
Ｐ
Ｄ
の
車
両
へ
の
取
付
け
に
係
る
認
可

Ⅲ

車
両
の
後
部
突
入
防
止
（
Ｒ
Ｕ
Ｐ
）
に
係
る
認
可

六
〇

二
輪
モ
ー
タ
ー
サ
イ
ク
ル
及
び
モ
ペ
ッ
ド
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
装
置
で
あ
っ
て
運
転
者
が
操
作
す
る
も
の
（
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
装

置
、
テ
ル
テ
ー
ル
及
び
イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
の
識
別
を
含
む
。
）
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

六
二

ハ
ン
ド
ル
付
き
の
動
力
駆
動
車
両
の
許
可
さ
れ
て
い
な
い
使
用
に
対
す
る
保
護
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

六
四

車
両
の
装
備
品
（
応
急
用
ス
ペ
ア
ユ
ニ
ッ
ト
及
び
ラ
ン
フ
ラ
ッ
ト
タ
イ
ヤ
を
含
む
。
）
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

六
六

大
型
乗
用
車
の
上
部
構
造
の
強
度
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

七
〇

大
型
車
両
の
後
部
反
射
器
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

七
五

車
両
区
分
Ｌ
の
車
両
の
空
気
入
り
タ
イ
ヤ
の
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定
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七
七

動
力
駆
動
車
両
の
駐
車
灯
の
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

七
八

車
両
区
分
Ｌ
１
、
Ｌ
２
、
Ｌ
３
、
Ｌ
４
及
び
Ｌ
５
の
車
両
の
制
動
装
置
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

七
九

車
両
の
か
じ
取
装
置
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

八
〇

大
型
乗
用
車
の
座
席
の
認
可
並
び
に
そ
の
座
席
及
び
そ
の
取
付
装
置
の
強
度
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

八
一

二
輪
の
動
力
駆
動
車
両
（
サ
イ
ド
カ
ー
の
有
無
を
問
わ
な
い
。
）
の
後
写
鏡
の
ハ
ン
ド
ル
へ
の
取
付
け
に
係
る
認
可
に
関
す
る

統
一
規
定

八
五

車
両
区
分
Ｍ
及
び
Ｎ
の
自
動
車
の
推
進
の
た
め
の
内
燃
機
関
又
は
電
動
ト
レ
ー
ン
の
正
味
出
力
及
び
電
動
ト
レ
ー
ン
の
三
十
分

間
の
最
高
動
力
の
計
測
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

八
七

動
力
駆
動
車
両
の
昼
間
走
行
灯
の
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

九
一

自
動
車
及
び
そ
の
ト
レ
ー
ラ
ー
の
側
方
灯
の
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

九
三

次
に
掲
げ
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

Ⅰ

前
部
突
入
防
止
装
置
（
Ｆ
Ｕ
Ｐ
Ｄ
ｓ
）
の
認
可
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Ⅱ

認
可
さ
れ
た
型
式
の
Ｆ
Ｕ
Ｐ
Ｄ
の
車
両
へ
の
取
付
け
に
係
る
認
可

Ⅲ

車
両
の
前
部
突
入
防
止
（
Ｆ
Ｕ
Ｐ
）
に
係
る
認
可

九
四

前
面
衝
突
時
の
車
両
の
乗
員
の
保
護
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

九
五

側
面
衝
突
時
の
車
両
の
乗
員
の
保
護
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

九
八

自
動
車
の
前
照
灯
で
あ
っ
て
放
電
灯
光
源
を
装
備
し
て
い
る
も
の
の
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

九
九

動
力
駆
動
車
両
の
認
可
さ
れ
た
放
電
灯
ユ
ニ
ッ
ト
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
放
電
灯
光
源
の
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

一
〇
〇

車
両
の
電
動
パ
ワ
ー
ト
レ
ー
ン
の
特
定
の
要
件
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

一
〇
四

車
両
区
分
Ｍ
、
Ｎ
及
び
Ｏ
の
車
両
の
再
帰
反
射
材
の
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

一
一
〇

次
に
掲
げ
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

Ⅰ

推
進
機
関
に
お
い
て
圧
縮
天
然
ガ
ス
（
Ｃ
Ｎ
Ｇ
）
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
（
Ｌ
Ｎ
Ｇ
）
を
使
用
す
る
自
動
車
の
特
定
の
部

品
に
係
る
認
可

Ⅱ

推
進
機
関
に
お
い
て
圧
縮
天
然
ガ
ス
（
Ｃ
Ｎ
Ｇ
）
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
（
Ｌ
Ｎ
Ｇ
）
を
使
用
す
る
認
可
さ
れ
た
型
式
に

係
る
特
定
の
構
成
部
品
の
車
両
へ
の
取
付
け
に
係
る
認
可
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一
一
二

非
対
称
す
れ
違
い
用
ビ
ー
ム
若
し
く
は
主
走
行
ビ
ー
ム
又
は
そ
の
両
方
を
発
す
る
自
動
車
の
前
照
灯
で
あ
っ
て
、
白
熱
電
球
又

は
発
光
ダ
イ
オ
ー
ド
（
Ｌ
Ｅ
Ｄ
）
モ
ジ
ュ
ー
ル
を
装
備
し
て
い
る
も
の
の
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

一
一
三

対
称
す
れ
違
い
用
ビ
ー
ム
若
し
く
は
主
走
行
ビ
ー
ム
又
は
そ
の
両
方
を
発
す
る
自
動
車
の
前
照
灯
で
あ
っ
て
、
白
熱
灯
光
源
、

放
電
灯
光
源
又
は
Ｌ
Ｅ
Ｄ
モ
ジ
ュ
ー
ル
を
装
備
し
て
い
る
も
の
の
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

一
一
六

自
動
車
の
許
可
さ
れ
て
い
な
い
使
用
に
対
す
る
保
護
に
関
す
る
統
一
規
定

一
一
七

タ
イ
ヤ
の
車
外
騒
音
の
発
生
、
ぬ
れ
た
路
面
上
で
の
摩
擦
力
又
は
転
が
り
抵
抗
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

一
一
九

動
力
駆
動
車
両
の
コ
ー
ナ
リ
ン
グ
ラ
ン
プ
の
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

一
二
一

車
両
の
手
動
操
作
装
置
、
テ
ル
テ
ー
ル
及
び
イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
の
位
置
及
び
識
別
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

一
二
三

自
動
車
の
配
光
可
変
型
前
照
灯
シ
ス
テ
ム
（
Ａ
Ｆ
Ｓ
）
の
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

一
二
五

自
動
車
の
運
転
者
の
前
方
視
界
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

一
二
七

自
動
車
の
歩
行
者
保
護
性
能
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定
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一
二
八

動
力
駆
動
車
両
及
び
そ
の
ト
レ
ー
ラ
ー
の
認
可
さ
れ
た
ラ
ン
プ
ユ
ニ
ッ
ト
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
発
光
ダ
イ
オ
ー
ド
（
Ｌ
Ｅ

Ｄ
）
光
源
の
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

一
二
九

改
良
さ
れ
た
年
少
者
用
補
助
乗
車
装
置
で
あ
っ
て
自
動
車
の
車
内
で
使
用
さ
れ
る
も
の
（
Ｅ
Ｃ
Ｒ
Ｓ
）
の
認
可
に
関
す
る
統
一

規
定

一
三
〇

自
動
車
の
車
線
逸
脱
警
報
装
置
（
Ｌ
Ｄ
Ｗ
Ｓ
）
の
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

一
三
一

自
動
車
の
高
度
緊
急
制
動
装
置
（
Ａ
Ｅ
Ｂ
Ｓ
）
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

一
三
四

自
動
車
及
び
そ
の
構
成
部
品
の
水
素
燃
料
電
池
自
動
車
（
Ｈ
Ｆ
Ｃ
Ｖ
）
の
安
全
関
連
性
能
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

（
注
）

注

日
本
国
に
つ
い
て
は
、
欧
州
連
合
の
型
式
認
定
当
局
が
国
際
連
合
規
則
第
百
三
十
四
号
に
基
づ
い
て
認
定
し
た
型
式
を

認
定
す
る
た
め
の
条
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
日
本
国
の
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

百
四
号
）
第
四
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
容
器
に
つ
い
て
の
表
示
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。

製
造
者
又
は
日
本
国
に
お
け
る
そ
の
法
律
事
務
代
理
人
は
、
日
本
国
の
高
圧
ガ
ス
保
安
法
に
基
づ
く
申
請
時
に
、
次

(a)
の
こ
と
を
示
す
。

当
該
容
器
の
材
料
が
日
本
工
業
規
格
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
）
Ｇ
三
二
一
四
に
規
定
す
る
Ｓ
Ｕ
Ｓ

Ｆ

三
一
六
Ｌ
と
同
等
で
あ

(i)
る
こ
と
。
こ
の

の
規
定
の
適
用
上
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
の
ド
イ
ツ
工
業
規
格
（
Ｄ
Ｉ
Ｎ
）
一
・
四
四
三

(i)
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五
を
満
た
す
も
の
は
、
こ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

「
ニ
ッ
ケ
ル
当
量
」
（
質
量
パ
ー
セ
ン
ト
）
が
二
十
八
・
五
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の

の
規
定
の
適

(ii)

(ii)

用
上
、
「
ニ
ッ
ケ
ル
当
量
」
（
質
量
パ
ー
セ
ン
ト
）
は
、
次
の
と
お
り
定
義
さ
れ
、
及
び
材
料
証
明
書
に
よ
っ
て
証

明
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

１
２

６

×

Ｃ

＋０
３
５
×
Ｓ
ｉ

＋１
０
５
×
Ｍ
ｎ

＋Ｎ
ｉ

＋０
６
５

×

Ｃ
ｒ

＋０
９
８
×
Ｍ
ｏ

．
．

．
．

．

「
絞
り
」
の
試
験
結
果
が
七
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
こ
と
。
当
該
試
験
結
果
が
七
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
七

(iii)
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
の
間
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
申
請
は
、
「
ニ
ッ
ケ
ル
当
量
」
を
考
慮
し
て
審
査
さ
れ
る
。

個
々
の
車
両
は
、
日
本
国
の
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
四
十
九
条
及
び
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
水
素
貯
蔵
装

(b)
置
に
対
す
る
二
年
ご
と
の
定
期
的
な
検
査
の
対
象
と
な
り
、
当
該
装
置
は
、
製
造
の
日
か
ら
十
五
年
後
に
取
り
外
さ
れ

る
。

こ
の
注
の
規
定
は
、
両
締
約
国
が
Ｇ
Ｔ
Ｒ
第
十
三
号
（
水
素
及
び
燃
料
電
池
自
動
車
に
関
す
る
世
界
技
術
規
則
）
の
第
二

段
階
の
作
業
を
完
了
し
、
千
九
百
五
十
八
年
協
定
に
基
づ
き
対
応
す
る
国
際
連
合
規
則
を
適
用
し
た
時
に
効
力
を
失
う
。

一
三
五

車
両
の
ポ
ー
ル
側
面
衝
撃
性
能
（
Ｐ
Ｓ
Ｉ
）
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

一
三
六

車
両
区
分
Ｌ
の
車
両
の
電
動
パ
ワ
ー
ト
レ
ー
ン
の
特
定
の
要
件
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

一
三
七

前
面
衝
突
時
に
お
け
る
乗
用
車
の
補
助
乗
車
装
置
に
焦
点
を
当
て
た
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

一
三
八

静
音
性
車
両
の
低
減
さ
れ
た
可
聴
性
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定
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一
三
九

乗
用
車
の
ブ
レ
ー
キ
ア
シ
ス
ト
シ
ス
テ
ム
（
Ｂ
Ａ
Ｓ
）
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

一
四
〇

乗
用
車
の
横
滑
り
防
止
装
置
（
Ｅ
Ｓ
Ｃ
）
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

一
四
一

車
両
の
タ
イ
ヤ
空
気
圧
監
視
シ
ス
テ
ム
（
Ｔ
Ｐ
Ｍ
Ｓ
）
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

一
四
二

自
動
車
の
タ
イ
ヤ
の
取
付
け
に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定

一
四
五

車
両
の
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｆ
Ｉ
Ｘ
取
付
装
置
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｆ
Ｉ
Ｘ
ト
ッ
プ
テ
ザ
ー
取
付
装
置
及
び
ア
イ
サ
イ
ズ
着
座
位
置
に
係
る
認
可
に
関

す
る
統
一
規
定

一
四
六

自
動
車
及
び
そ
の
構
成
部
品
の
車
両
区
分
Ｌ
１
、
Ｌ
２
、
Ｌ
３
、
Ｌ
４
及
び
Ｌ
５
の
水
素
燃
料
電
池
自
動
車
の
安
全
関
連
性
能

に
係
る
認
可
に
関
す
る
統
一
規
定


